
( ) (毎週月･水･金曜日発行)

�
�
�
�

目

次

規

則

○
青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

税

務

課)

…

�

選
挙
管
理
委
員
会

○
公
職
選
挙
法
等
の
施
行
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

(

事

務

局)

…

�

規

則

青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
五
十
三
号

青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
四
年
五
月
青
森
県
規
則
第
六
十
一
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

収
納
の
事
務
の
委
託
の
基
準)

第
四
条
の
三

地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

地
方
税
そ
の
他
の
地
方
公
共
団
体
の
公
金
の
収
納
の
事
務
の
委
託
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
こ

と
。

二

徴
収
金
の
収
納
の
事
務
を
適
切
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
事
業
規
模
を
有
し
、
か
つ
、

そ
の
経
営
の
状
況
が
健
全
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

三

収
納
し
た
徴
収
金
に
関
す
る
情
報
を
正
確
に
記
録
し
、
及
び
遅
滞
な
く
知
事
に
報
告
す
る
た

め
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

四

収
納
し
た
徴
収
金
を
遅
滞
な
く
青
森
県
指
定
金
融
機
関
に
払
い
込
む
た
め
の
体
制
が
整
備
さ

れ
て
い
る
こ
と
。

五

収
納
し
た
徴
収
金
を
適
切
に
管
理
す
る
た
め
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

第
六
条
の
二
を
第
六
条
の
三
と
し
、
第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

寄
附
金
税
額
控
除
の
対
象
と
な
る
寄
附
金)

第
六
条
の
二

条
例
第
三
十
九
条
の
二
第
三
号
に
規
定
す
る
住
民
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
寄
附

金
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
県
内
に
事
務
所
を
有
す
る
法
人
又
は
団
体
に
対
す
る
寄
附
金

及
び
知
事
又
は
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律

(

大
正
十
一
年
法
律
第

六
十
二
号)

第
一
条
に
規
定
す
る
公
益
信
託
の
信
託
財
産
と
す
る
た
め
に
支
出
さ
れ
た
金
銭
と
す

る
。

第
十
三
条
の
二
第
四
項
中

｢

の
各
号｣

を
削
り
、

｢

申
請
書｣

の
下
に

｢

に
、
東
青
地
域
県
民
局

長
が
必
要
と
認
め
る
書
面
を
添
付
の
う
え
、
当
該
申
請
書｣

を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

そ
の
他
東
青
地
域
県
民
局
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項

第
十
三
条
の
十
一
第
四
項
中

｢

の
各
号｣

を
削
り
、

｢

申
請
書｣

の
下
に

｢

に
、
東
青
地
域
県
民

局
長
が
必
要
と
認
め
る
書
面
を
添
付
の
う
え
、
当
該
申
請
書｣

を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。四

そ
の
他
東
青
地
域
県
民
局
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項

第
十
三
条
の
十
一
第
六
項
中｢

第
四
項
各
号｣

を｢

第
四
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で｣

に
改
め
、

｢

の
各
号｣

を
削
る
。

第
二
号
様
式
の
そ
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

…
…
…
…
…
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第
八
号
様
式
の
そ
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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( )

第
十
四
号
様
式
の
そ
の
一
中

｢そ
の
１
(所
内
徴
収
)
｣

を
削
り
、
同
様
式
の
そ
の
二
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
の
二
を
第
六
条

の
三
と
し
、
第
六
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２

改
正
前
の
青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
第
二
号
様
式
の
そ
の
三
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
納
税

通
知
書
の
用
紙
及
び
同
規
則
第
八
号
様
式
の
そ
の
二
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
減
額
通
知
書
の
用

紙
で
現
に
残
っ
て
い
る
も
の
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
四
号

公
職
選
挙
法
等
の
施
行
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
七
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

公
職
選
挙
法
等
の
施
行
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

公
職
選
挙
法
等
の
施
行
等
に
関
す
る
規
程

(

昭
和
五
十
七
年
十
二
月
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

示
第
五
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中

｢

第
二
十
三
章

政
治
資
金
規
正
法
又
は
政
党
助
成
法
に
基
づ
く
報
告
書
等
の
閲
覧

(

第

百
六
十
三
条)

｣

を

｢

第
二
十
三
章

政
治
資
金
規
正
法
又
は
政
党
助
成
法
に
基
づ
く
報
告
書
等
の

閲
覧
等

(

第
百
六
十
三
条)

｣

に
、

｢

第
百
六
十
三
条

報
告
書
等
の
閲
覧｣

を

｢

第
百
六
十
三
条

収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
等
の
閲
覧
等｣

に
改
め
る
。

第
百
三
十
四
条
の
五
第
一
項
中

｢

ビ
ラ
作
成
証
明
書
を
、｣

の
下
に

｢

使
用
又
は
作
成
の
実
績
に

基
づ
き
作
成
し
、｣

を
加
え
、
同
条
第
二
項
中

｢

前
項
に｣

を

｢

第
一
項
に｣

に
改
め
、
同
条
第
二

項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
燃
料
供
給
業
者
に
同
項
の
選
挙
運
動
用
自
動
車
使
用
証
明
書
を
提
出

す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
、
燃
料
の
供
給
を
受
け
た
日
付
、
燃
料
の
供
給
を
受
け
た
選
挙
運
動
用
自

動
車
の
自
動
車
登
録
番
号
の
う
ち
自
動
車
登
録
規
則

(

昭
和
四
十
五
年
運
輸
省
令
第
七
号)

第
十
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( )

三
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
四
け
た
以
下
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字
、
燃
料
供
給
量
及
び
燃
料
供
給

金
額
が
記
載
さ
れ
た
書
面
で
、
燃
料
供
給
業
者
か
ら
給
油
の
際
に
受
領
し
た
も
の
の
写
し
を
添
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
三
十
四
条
の
六
第
一
項
中

｢
(

燃
料
供
給
業
者
、
ポ
ス
タ
ー
作
成
業
者
又
は
ビ
ラ
作
成
業
者

に
あ
つ
て
は
当
該
証
明
書
の
ほ
か
第
百
三
十
四
条
の
三
第
二
項
の
確
認
書)

｣

を

｢
(

当
該
証
明
書

の
ほ
か
に
、
燃
料
供
給
業
者
に
あ
つ
て
は
第
百
三
十
四
条
の
三
第
二
項
の
確
認
書
及
び
前
条
第
二
項

に
規
定
す
る
書
面
の
写
し
、
ポ
ス
タ
ー
作
成
業
者
又
は
ビ
ラ
作
成
業
者
に
あ
つ
て
は
第
百
三
十
四
条

の
三
第
二
項
の
確
認
書)

｣
に
改
め
る
。

第
二
十
三
章
の
章
名
中

｢
閲
覧｣

を

｢

閲
覧
等｣

に
改
め
る
。

第
百
六
十
三
条
の
見
出
し
を

｢
(

収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
等
の
閲
覧
等)

｣

に
改
め
、
同
条
第

一
項
中｢

(

収
支
報
告
書
等
の
保
存
及
び
閲
覧)

｣

を｢
(

収
支
報
告
書
等
の
保
存
及
び
閲
覧
等)

｣

に
改
め
、

｢

第
二
項｣

の
下
に

｢

の
規
定
に
よ
る
報
告
書
、
書
面
又
は
政
治
資
金
監
査
報
告
書

(

以

下

｢

収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書｣

と
い
う
。)
の
う
ち
県
委
員
会
に
お
い
て
受
理
し
た
も
の｣

を
加

え
、
同
条
第
四
項
中

｢

前
二
項｣

を

｢

前
三
項｣
に
改
め
、
同
条
に
次
の
五
項
を
加
え
る
。

５

政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
委
員
会
の
受
理
し
た
収
支
報
告

閲
覧
対
象
文
書
の
写
し
の
交
付
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者

(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

｢

請
求
者｣

と
い
う
。)

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

(

次
項
に
お
い
て

｢

交
付
請
求
書｣

と
い

う
。)

を
県
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

請
求
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所
並
び
に
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
つ
て
は
代

表
者
の
氏
名

二

写
し
の
交
付
の
請
求
に
係
る
政
治
団
体
の
名
称
並
び
に
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
に
係
る
収

入
及
び
支
出
が
さ
れ
た
年

三

求
め
る
写
し
の
交
付
の
方
法

四

写
し
の
送
付
の
方
法
に
よ
る
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
写
し
の
交
付
を
求
め
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
旨

６

県
委
員
会
は
、
交
付
請
求
書
に
形
式
上
の
不
備
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
請
求
者
に
対
し
、

相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
補
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
県
委
員

会
は
、
請
求
者
に
対
し
、
補
正
の
参
考
と
な
る
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

７

県
委
員
会
は
、
政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
受
け
た
と
き

は
、
当
該
請
求
の
あ
つ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
当
該
請
求
に
係
る
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書

の
写
し
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
補
正
を
求
め
た
場
合
に
あ
つ

て
は
、
当
該
補
正
に
要
し
た
日
数
は
、
当
該
期
間
に
算
入
し
な
い
。

８

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
委
員
会
は
、
事
務
処
理
上
の
困
難
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ

る
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
を
三
十
日
以
内
に
限
り
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
県
委
員
会
は
、
請
求
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
延
長
後
の
期
間
及
び
延
長
の
理
由

を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

９

政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文

書
が
著
し
く
大
量
で
あ
る
た
め
、
当
該
請
求
が
あ
つ
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
そ
の
す
べ
て
に
つ

い
て
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
を
す
る
こ
と
に
よ
り
事
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
お

そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
委
員
会
は
、
当
該
請
求
に

係
る
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
う
ち
の
相
当
の
部
分
に
つ
き
当
該
期
間
内
に
第
七
項
の
規
定
に

よ
る
交
付
を
し
、
残
り
の
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
に
つ
い
て
は
相
当
の
期
間
内
に
同
項
の
規
定

に
よ
る
交
付
を
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
県
委
員
会
は
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
、
請

求
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

一

こ
の
項
を
適
用
す
る
旨
及
び
そ
の
理
由

二

残
り
の
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
に
つ
い
て
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
を
す
る
期
限

第
百
八
十
号
様
式
の
二
そ
の
一
備
考
２
中

｢燃
料
供
給
量
｣

を

｢燃
料
供
給
期
間
｣

に
改
め
、
同

様
式
そ
の
一
備
考
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
｢燃
料
代
｣
に
あ
つ
て
は
､
単
価
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
は
､
２
の
｢契
約
内
容
｣
欄
の

｢契
約
金
額
｣
に
契
約
単
価
を
､
｢備
考
｣
欄
に
燃
料
の
供
給
を
受
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車

の
自
動
車
登
録
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
｡

第
百
八
十
号
様
式
の
三
そ
の
一
中

｢３
確
認
申
請
金
額

円
｣

を

｢３
燃
料
の
供
給
を
受
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号

に
改
め
、
同
様
式
そ
の

４
確
認
申
請
金
額

円
｣

一
備
考
３
を
同
様
式
そ
の
一
備
考
４
と
し
、
同
様
式
そ
の
一
備
考
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
｢燃
料
の
供
給
を
受
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号
｣
に
は
､
契
約
届
出
書

に
記
載
さ
れ
た
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
｡

第
百
八
十
号
様
式
の
四
そ
の
一
中

｢３
確
認
金
額

円
｣

を

｢３
燃
料
の
供
給
を
受
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号

に
改
め
、
同
様
式
そ
の

４
確
認
金
額

円
｣

一
備
考
２
中｢添

付
し
て
く
だ
さ
い
｡
｣

の
次
に｢な

お
､
公
費
の
支
払
い
の
請
求
が
で
き
る
の
は
､

こ
の
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
選
挙
運
動
用
自
動
車
へ
の
燃
料
の
供
給
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
｡
｣

を
加

え
る
。

第
百
八
十
号
様
式
の
四
そ
の
三
中

｢143条
｣

を

｢142条
｣

に
改
め
る
。
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( )

第
百
八
十
号
様
式
の
五
そ
の
一
中

｢使
用
す
る
｣

を

｢使
用
し
た
｣

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
一
備

考
１
中

｢こ
の
証
明
書
は
､
｣

の
次
に

｢使
用
の
実
績
に
基
づ
い
て
､
｣

を
加
え
る
。

第
百
八
十
号
様
式
の
五
そ
の
二
中

｢使
用
す
る
｣

を

｢使
用
し
た
｣

に
改
め
、

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
様
式
そ
の
二
備
考
１
中

｢こ
の
証
明
書
は
､
｣

の
次
に

｢使
用
の
実
績
に
基
づ
い
て
､
｣

を
加
え
、

｢別
々
に
作
成
し
､
｣

の
次
に

｢給
油
伝
票
(燃
料
の
供
給
を
受
け
た
日
付
､
燃
料
の
供

給
を
受
け
た
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号
の
う
ち
自
動
車
登
録
規
則
(昭
和
45年
運
輸

省
令
第
７
号
)
第
13条
第
１
項
第
４
号
に
規
定
す
る
４
け
た
以
下
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字
､
燃
料
供
給
量

及
び
燃
料
供
給
金
額
が
記
載
さ
れ
た
書
面
で
､
燃
料
供
給
業
者
か
ら
給
油
の
際
に
受
領
し
た
も
の
を

い
う
｡
以
下
同
じ
｡
)
の
写
し
を
添
え
て
､
｣

を
加
え
、
同
様
式
そ
の
二
備
考
２
中｢こ

の
証
明
書
｣

の
次
に

｢及
び
給
油
伝
票
の
写
し
｣

を
加
え
、
同
様
式
そ
の
二
備
考
２
を
同
様
式
そ
の
二
備
考
４
と

し
、
同
様
式
そ
の
二
備
考
３
を
同
様
式
そ
の
二
備
考
５
と
し
、
同
様
式
そ
の
二
備
考
４
を
同
様
式
そ

の
二
備
考
６
と
し
、
同
様
式
そ
の
二
備
考
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
｢燃
料
の
供
給
を
受
け
た
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号
｣
欄
に
は
､
契
約
届
出

書
に
記
載
さ
れ
た
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
｡

３
｢燃
料
の
供
給
を
受
け
た
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号
｣
欄
､
｢燃
料
供
給
量
｣

欄
及
び
｢燃
料
供
給
金
額
｣
欄
は
､
燃
料
の
供
給
を
受
け
た
日
ご
と
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
｡

第
百
八
十
号
様
式
の
五
そ
の
三
中

｢使
用
す
る
｣

を

｢使
用
し
た
｣

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
三
備

考
１
中

｢こ
の
証
明
書
は
､
｣

の
次
に

｢使
用
の
実
績
に
基
づ
い
て
､
｣

を
加
え
、
同
様
式
そ
の
三

備
考
２
を
同
様
式
そ
の
三
備
考
３
と
し
、
同
様
式
そ
の
三
備
考
３
を
同
様
式
そ
の
三
備
考
４
と
し
、

同
様
式
そ
の
三
備
考
４
を
同
様
式
そ
の
三
備
考
５
と
し
、
同
様
式
そ
の
三
備
考
５
を
同
様
式
そ
の
三

備
考
６
と
し
、
同
様
式
そ
の
三
備
考
６
を
同
様
式
そ
の
三
備
考
７
と
し
、
同
様
式
そ
の
三
備
考
１
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
｢備
考
｣
欄
に
は
､
選
挙
運
動
期
間
中
に
使
用
し
た
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
台
数
を
使
用
し

た
日
ご
と
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
｡

第
百
八
十
号
様
式
の
六
そ
の
一
中

｢作
成
す
る
｣

を

｢作
成
し
た
｣

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
一
備

考
１
中

｢こ
の
証
明
書
は
､
｣

の
次
に

｢作
成
の
実
績
に
基
づ
い
て
､
｣

を
加
え
る
。

第
百
八
十
号
様
式
の
六
そ
の
二
中

｢作
成
す
る
｣

を

｢作
成
し
た
｣

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
二
備

考
１
中

｢こ
の
証
明
書
は
､
｣

の
次
に

｢作
成
の
実
績
に
基
づ
い
て
､
｣

を
加
え
る
。

第
百
八
十
号
様
式
の
七
そ
の
一
中

｢５
銀
行
名
､
口
座
名
及
び
口
座
番
号
｣

を

｢５
金
融
機
関
名
､
口
座
名
及
び
口
座
番
号
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年
月

日

燃
料
供
給
年
月
日

燃
料
供
給
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者

の
氏
名

l

燃
料
供
給
量

円

燃
料
供
給
金
額

備
考

年
月
日

燃
料
供
給

年
月

日

燃
料
供
給
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者

の
氏
名

燃
料
の
供
給
を
受
け

た
選
挙
運
動
用
自
動

車
の
自
動
車
登
録
番

号

l

燃
料
供
給
量

円

燃
料
供

給
金
額

備
考

口
座

名

ふ
り
が
な

預
金
種
別

金
融
機
関
コ
ー
ド

金
融
機
関
名

口
座
番
号

支
店
コ
ー
ド

本
・
支
店
名



( )

に

｣

改
め
、
同
様
式
そ
の
一
備
考
１
中

｢自
動
車
燃
料
代
確
認
書
｣

の
次
に

｢及
び
給
油
伝
票
(燃
料
の

供
給
を
受
け
た
日
付
､
燃
料
の
供
給
を
受
け
た
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号
の
う
ち
自

動
車
登
録
規
則
(昭
和
45年
運
輸
省
令
第
７
号
)
第
13条
第
１
項
第
４
号
に
規
定
す
る
４
け
た
以
下

の
ア
ラ
ビ
ア
数
字
､
燃
料
供
給
量
及
び
燃
料
供
給
金
額
が
記
載
さ
れ
た
書
面
で
､
燃
料
供
給
業
者
か

ら
給
油
の
際
に
受
領
し
た
も
の
を
い
う
｡
)
の
写
し
｣

を
加
え
、
同
様
式
そ
の
一
備
考
２
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

３
燃
料
代
の
請
求
は
､
契
約
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
選
挙
運
動
用
自
動
車
に
供
給
し
た
も
の
で
､

自
動
車
燃
料
代
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
｢確
認
金
額
｣
の
範
囲
内
に
限
ら
れ
ま
す
｡

第
百
八
十
号
様
式
の
七
そ
の
一
別
紙
そ
の
２
�
中

｢

を
｣

｢
に

｣

改
め
、
同
様
式
そ
の
一
別
紙
そ
の
２
�
備
考
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
｢燃
料
の
供
給
を
受
け
た
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号
｣
欄
に
は
､
契
約
届
出

書
に
記
載
さ
れ
た
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
｡

４
｢燃
料
の
供
給
を
受
け
た
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号
｣
欄
及
び
｢�
｣
欄
は
､

燃
料
の
供
給
を
受
け
た
日
ご
と
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
｡

第
百
八
十
号
様
式
の
七
そ
の
二
中

｢５
銀
行
名
､
口
座
名
及
び
口
座
番
号
｣

を

｢５
金
融
機
関
名
､
口
座
名
及
び
口
座
番
号

に

｣

改
め
る
。

第
百
八
十
号
様
式
の
七
そ
の
三
中

｢５
銀
行
名
､
口
座
名
及
び
口
座
番
号
｣

を

｢５
金
融
機
関
名
､
口
座
名
及
び
口
座
番
号

に

｣
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口
座

名

ふ
り
が
な

預
金
種
別

金
融
機
関
コ
ー
ド

金
融
機
関
名

口
座
番
号

支
店
コ
ー
ド

本
・
支
店
名

計

年
月
日

年
月
日

販
売
年
月
日

円

円
l
円

(
)
×
(
)
＝

円
l
円

(
)
×
(
)
＝

販
売
金
額
�

円

基
準
限
度
額
�

円

請
求
金
額

備
考

計

年
月
日

年
月
日

販
売
年
月
日

燃
料
の
供
給

を
受
け
た
選

挙
運
動
用
自

動
車
の
自
動

車
登
録
番
号

円

円
l
円

(
)
×
(
)
＝

円
l
円

(
)
×
(
)
＝

販
売
金
額
�

円

基
準
限
度
額

�

円

請
求
金
額
備
考

計

年
月
日

年
月
日

円

円
l
円

(
)
×
(
)
＝

(
)
×
(
)
＝

円
円

口
座

名

ふ
り
が
な

預
金
種
別

金
融
機
関
コ
ー
ド

金
融
機
関
名

口
座
番
号

支
店
コ
ー
ド

本
・
支
店
名

口
座

名

ふ
り
が
な

預
金
種
別

金
融
機
関
コ
ー
ド

金
融
機
関
名

口
座
番
号

支
店
コ
ー
ド

本
・
支
店
名



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

改
め
る
。附

則

こ
の
規
程
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
目
次
、
第
二
十
三
章
の
章
名
及
び
第
百
六

十
三
条

(
見
出
し
を
含
む
。)

の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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